
第１７号議案 

 

 

町田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和３年(２０２１年)２月１９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

町田市道路占用料徴収条例（昭和５０年４月町田市条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

道路占用料金表 道路占用料金表 

占用物件 単位 占用料（円） 

法第３２条第１項第１

号に掲げる工作物 

第１種電柱 １本につ

き１年 

１，４９０ 

略 略 

第３種電柱 ３，０８０ 

略 略 

第２種電話柱 ２，１４０ 

略 略 

略 長さ１メ

ートルに

つき１年 

略 

地下電線その

他地下に設け

る線類 

８ 

路上に設ける

変圧器 

１個につ

き１年 

１，３００ 

略 略 略 

変圧搭その他

これに類する

もの及び公衆

電話所 

１個につ

き１年 

２，６１０ 

占用物件 単位 占用料（円） 

法第３２条第１項第１

号に掲げる工作物 

第１種電柱 １ 本に つ

き１年 

１，４８０ 

略 略 

第３種電柱 ３，０７０ 

略 略 

第２種電話柱 ２，１２０ 

略 略 

略 長 さ１ メ

ー トル に

つき１年 

略 

地下電線その

他地下に設け

る線類 

７ 

路上に設ける

変圧器 

１ 個に つ

き１年 

１，２９０ 

略 略 略 

変圧搭その他

これに類する

もの及び公衆

電話所 

１ 個に つ

き１年 

２，５８０ 
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略 略 略 

法第３２条第１項第２

号に掲げる物件 

略 長さ１メ

ートルに

つき１年 

略 

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル

未満のもの 

１２０ 

略 略 

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

２，６１０ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，４００ 

法第３２条第１項第５

号に掲げる施設 

略 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

略 

その他のもの ２，６１０ 

略 略 略 

道路法施行令（昭和２７

年政令第４７９号。以下

「令」という。）第７条

略 略 略 

標識 １本につ

き１年 

２，１４０ 

略 略 略 

法第３２条第１項第２

号に掲げる物件 

略 長 さ１ メ

ー トル に

つき１年 

略 

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル

未満のもの 

１１０ 

略 略 

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 占 用面 積

１ 平方 メ

ー トル に

つき１年 

２，２４０ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占 用面 積

１ 平方 メ

ー トル に

つき１年 

１，３２０ 

法第３２条第１項第５

号に掲げる施設 

略 占 用面 積

１ 平方 メ

ー トル に

つき１年 

略 

その他のもの ２，２４０ 

略 略 略 

道路法施行令（昭和２７

年政令第４７９号。以下

「令」という。）第７条

略 略 略 

標識 １ 本に つ

き１年 

２，１２０ 
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第１号に掲げる物件 略 略 略 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

２，６１０ 

略 略 略 
 

第１号に掲げる物件 略 略 略 

令第７条第２号に掲げる工作物 占 用面 積

１ 平方 メ

ー トル に

つき１年 

２，０００ 

略 略 略 
 

備考 略 備考 略 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る占

用料について適用し、同日前の期間に係る占用料については、なお従前の例による。 
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